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県指定文化財の紹介

その 2

有形民俗文化財(県指定)
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舞台は周囲を勾

欄で閥み、正面i中

央を開ける。前4主 鋭 IYI I (11ml前作lt 1 11 三.，矧I[

や勾欄などには飾リ金具がつく。屋銀は唐破風または

切饗て・千鳥1波風のつくものもあり 、いずれも給皮読を

似してfl.<られている。

楽屋11舞台と同一平磁で縫合i猿子でf士-lJJられ、役者

の衣装付けや三味線にあわせて太うたが7'ft

穂積を~.g.る場所である。外側IJ三被商に毒事

を吊る。

存:1ま単庖または重層の桜附i貧1)で、あ

とで付加えたものが多も、。鳴子方はここ

にのる。E塁線の上に宝珠やj瓜風などを飾

付けるl幻車もある。

下山1:'松の慮中村用いてる.品を井桁に

組み、エE輸は栃の輪切りを用いたものが

多い。 1今輸の下にはよ淡のときだけ号l出

す議怒がついている。

山司王は解体せず、 l法ずっこ仁成造りの

山1訟に収納して保存し亡いる。

伝来その他伝承では羽紫秀吉が長浜:城

主であった頃男子出j践を祝って町民に与

えた砂金をもとに山.i'fiを作ったとも、う。

実際に1:'、江戸時代に続編や蚊艇でもって長浜町人が

繁栄した時期と無関係ではなかろう。

狂言舞台をもっ山司王の類型は北態や東海地方に分布

しているが、これらは長浜型ともいうべきもので、曳

山行事が図指定重姿無形民俗文化財となっていること

からも、その中心とみなされる。

山lfiの建造には、藤岡霊兵衛ら長浜の名工が当たり 、

飾り金具、主主 1)、絵画などには国友鍛冶など地元の技

術が生かされている。また、網干草に/:t1E要文化財の前

三s綴(ベルギー製)以外l二中国製のものもみられ、悶|務

性におんでいる。以上のごとく、税々の価値を絡めた

山主主は動〈文化財である。

無形民俗文化財(県指定)
1.大津曳山祭

保存団体 大i孝弘宅曳山述盟 大津市中央ー了目 9-3

内容 〔行務次第) 8月上旬と 9月10日の打合せで祭

に出る山王fIの数が決まる。

9月16日銭取り。社務所の座鍛と事IJ前の本鍛とで曳

山の順を決める。ただし鍛冶屋町の狼山は「銭散らず」

で、終の自の天候を守るという。

9月30日神輿を拝殿に出し飾り付けをする。また、

倣予の練習は鍛取りの日から町会所で行う。

10月1日は総勢[1子で祭機子の仕上げをする。祭の怖

の 日l!tli日に山方を頼んで山総てをしたみと曳初めをす

るの

日
長浜曳山祭の山事
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10月9Rは山JI{にw官飾りをつけ、 W1詰曳きをする。

当番宿では道に萌した古11Mで曳山にのせる人形などを

飾り、司書編~の神測などが並べられる .

108 Ii本然.1丸山li夫係神社に勢織いして銭改めの

あと、販にまEめられたコースを巡行する。神社の前や

各山町の街の前て"U協並といって人形の蕗議をみせる.

一方、山本を:11さない町と氏子代表らは太鼓、書画子

などをもち、 41h・町の氏 f-町をまわる。

巡行が終ると山納めとい勺て、山方が見送りや金箔、

~~りの飾りをはずし、翌日日に解体する.

〔役名、扮袋〕町内の終役人は持姿、機子方{ま午前中

l主神恥だというので紋イナ姿であるが、午後{立派手な衣

装に稲作える.LlI}jは山町ごとにがiいの法被に鉢巻き

をし、テコをも勺て山羽Lの1IIijにつく。

〔楽総と 11J1)1灘子I;t.山市ごとに伝*していて少しずつ

泌い、曲名も町によリ総なる。例え{工、柳町(殺生石

山)では、機チI;t.rヵラコIJl!JJi疏しI二三三I桜J

r巴I符IlJJr民り山J などがあり、鎚Jが小学生、太鼓

1)(qJ学生向校生、箔はそれ以上の大人がつとめる。

由来 山恥が終にとリ入れられたu寺JUIに関する記録は

「四省側L諜山永代伝記Jr遊山由米党啓』などがあリ、

これらによると、鍛冶屋町の極究治兵i泌が4壁面をかぶ

り路iつために人気がtlI、竹の屋台をかっさ歩いたが、

治兵衛のあと踊る者がなくなリ、型EのJIll放を人形絡線

...;-. 

~'-

大津曳山祭(丸屋町西支母山)

にしてかつぎ歩き、'J'i.永12.if.(1635)からI也市ーをつけて

ひいたという。

時期 毎年10J'19日(i!i山)、108(本総).むとは陰暦9

月9目、 108に行われた.

犠所天孫神社、氏子減

その他上述の古文J}Iこよれば、総に曳山がとり入れ

られた時期を知ることもでき、 5i山から曳山への推移

を知ることもできる.ま た以内の&山rAでは最も古い

起源をむち、曳山の風流に人形給総を用いるのは県内

日住ーで1ft重である.

2.水口曳山祭

保存団体水口然保存仮w会 Ipmts水門町告のj:JiJ3-14

内容 〔行il~次約〕伐のヰ，Iqiiijl ;t.、 2 月中旬各町内の常

会で山I1Iの上に飾る作リ物を決めることから始まる。

然のが)1か月前から峨子の縦料や飾りの人形作リを行

つ。

4 J'1 8日に銭1阪リ式がや11社社務所で行われ、曳山と

君主国~のJQî'i容を決める。

祭の l~問ほど前に曳山め点検と h'1r'l} をし、曳き初

め(地絞り)をする.

4月19日制I輿を将殿に出し、夜、世1'，自然が行われる.

曳山でt;t.泰納綴子をiiil手きする. -・..v 

20 日は本名きで、曳山と純国楽が御旅所のある~娠に

集会。先itlo役只によリ、まず鎖国楽 1-20番、次に曳

山、その後に211寄-40容の阪で水口神社まで渡御する。

午後、氏子古式然のあと、特1~処が氏子の町内をまわる。

界き手li35設までの法衆で、*と西の氏子が隔年で交

替する。神輿が事l'祉に戻り、 i豆御祭などのあと曳山と

綾田楽は各町へ帰る.

〔役名 ・紛装〕役日(総代) I;t. 紋付羽織袴、~:J袋や各

山のすf任者である町代(町内会長)は伴、曳山や縦四
日叶 υ

楽、制I~尽界き i立法被を治朗する o &山の前後には前デ

コ3-4人、後デコ 2人ずつの計4人、ハデコは 4愉

で4入、いずれも若殺のブJある名ーがあたる。山部を曳・

くのは、 一般の人でサキピキといい、 2...ji:の制の繊先

には年苦手、綱元には軒然:があたる。

〔楽ffitとutl)~丸山の椴子は江戸の制l問機子のJi診害事を受

けたといい、大太滋(l)、ィ、太政(2)、鉱(2)、筒(3)の楽穏

ではやす.蛾子に!i神的の11J1(級、 t~) と行進の山(馬
鹿磯子、尖点、え捗)とに大別さ tLる.

由来 水口事HJ: ti大水口街縦命を舵リ、延~.{.式内社と

いう。神宮の日記によると然に1丸山が1JUわるのは事保

20年(1725)からで、すでに事保18.if.に曳山を新造する

動きがあった(右主日Je).その後山本の数もふえ、明

治末年には20)，左に述していたが、大正 3年屯灯架線が

敷設され一部の山恨の巡行ができなくなリ、売却した

ため、現{t:のように16法となったとも寸.

時期 毎年4月19日(宵山)、 20日(;依然)、 218(後宴L

-2-



もとは 4月4日(または 3日)であったが、

明治10年から 5月 1日にかわり、のち現

行のようになった。雨天である場合が多

く「雨祭 1)J とよばれる。

場所 7.k口神社および氏子域。

その他水口 I;J:減下町であり、東海道五

十三次の宿場町であるが、この祭は水口

のll1T方の意気を示すものである。各町の

士見絞.がノj、さいため 2-3町がJl)Jけ合い交

替で曳山を出しているので、16誕のうち

毎年 6-7悲しか山第は出ないが、これ

は曳山祭を永〈継続するための工夫とい

える。また、縦子については、男1)に保存

会を設けるなど保存につとめている。

3.日野曳山祭 ~. 
• A 鈍かh/.:tJ

保存団体 鳥見開綿両神社日野祭保存会

五百生郡日聖子町村井711

内容祭には村井、大復、松尾、回大路、上野田、河

原、木津、自国の 9ヵ・+が参加する。このうち、山車

は村井(砂、大;察側、西大路(1)の町が保有する。

〔行事次第〕祭の準備は 3月-4月頃から始まる。町

内での協議、氏子総代会議、磯子の稽古など。 4月 7
称). .:. 

日神子選びの神事。 4F120日紛向山演で獄まつ り。 4

i

、，r
!

日聖子曳山祭

水口曳山祭

月下旬から町内の若衆績が曳山の上に飾る「出し」を作

り、 5月l日に飾り付けをする。 5月2日神輿を拝殿

へ出す。曳山を山総よリ 出し自主手から祭機子を者きする。

午後から大字村井の西之宮町で西之宮神社の祭礼が行

われ、これが綿向神社の宵宮ともなる。

5月381ま本然。大字上野田では午前3時神調祉の

小掛りがr起 し太鼓Jをたたいてまわる。神棚土I;j:芝菌

楽とよ l;ftl..る太鼓を籾からタまで祭の問たたき続ける。

午前 5P寺、宮司のl罷< r鱗の尾の草履」が届<. 7時

ごろ、神子は五社神社へ参ったあと 、神調社と共に行

列して綿i匂神社に向かう。初lil間社の宮入りをun矢に、

各町の曳山、神幣がi塗続と'11¥入りする。その関本殿で

祭典が執行され、宮司と神子との御幸容の盃がかわされ、

御旅所への渡御に移る。 )1頂序は神調社。木津、日固め

幸子宮銭。神馬。西大路、村井、大窪の神輿と御幣、この

あと曳山も順行する。午後、神鈎社、神典、事官幣は綿

向神社へi泣i卸し、曳山{ま各町へ引耳元る。

〔役名 ・扮装〕神子は上野田の数え年 8歳の男児から

神話芸で選ぴ、男性がいっさいの世話をする。金側の上

衣と袴、白幣に凶手のついた笠、手甲、白足袋、主主戦

ぱき。神鋼社員は緑、一文字笠、自足袋、麻袋主主随、

手に苛竹をもっ、神輿弊きは神~続枠の上にカンパン

という半天を着、色鉢巻をする。

(楽穏と 他〕曳山の嫌子は水口l総子と似ていて、楽器

は大太鼓、小太鼓、筒、摺り銃。

馬成、屋台、大商の 3つめ曲は金山車に共通し、ほ

かに袋、神楽、長様、法界坊、鎌倉、越後、紙閥、持

問、さくら、伊勢音頭などの様子がある。

由来然の由来は不鮮ながら、TJ治2Af.( 1659)の神主

家督相続の申し伝え文書3に「回笠に四手をつけ、政 ・

太鼓ではやし物をし、芝が鼻」というところよりやt輿

を迎えに行ったので、芝田楽といったとある。弘治3
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lJ:.の祭礼行手IJIニr回楽座鱗蛤取、ゆ桜花笠法師」など

風流系の52d能があったらしいが、曳山{主主永4王手(1707)

水円減主加藤氏が曳山見物に来た記f.:*や、 r近江輿地

芯圃~.1 (4l保19.if三、 1734)に山鉾2).!iとあリ、このころ

山'11があ ったことが知れる。

11キJVJ 4iï:fl~ 5 月 2 日(符宮)、 3 日(~~州、 4 日(後:a:)() 

4 J-J 初亥または r~t亥に行ってきたが、明治12年よ 1) 5 

月5目、明治35年より 5月3日となった.

場所 15見向綿向神社{大字村井)、1i社神社(大字上

野In)、 n之宮神社(御旅所、~~*'f)、内之':;_\ftt社(大

'(:村jl:)、氏チ域9か字。

その他 臼野lJt山祭{主上記のように非常に複維な祭で、

l丸山を所イ了する町も所有しない大字L終においてはそ

れぞれ役;Ilflが定められており、終金休を取りしきる神

品j祉は'tiい-IZ能の法悠をついでいる。その上、曳山然

にふさわしく、目野町の三分のーが参加する大域政な

祭礼行'JT.であり、曳山は日野磁人の繁栄と関係が深〈、

H&!t的民俗的に重姿である.

4.よ丹生の曳山茶碗祭

保存団体 丹生神社ちやわん然保存会

fJl'合刻l余呉町上丹生

内幸子 〔行 'I~次第) 2月上旬、上Jtと色区の総会が開か

れ、大名モ宇しの執行と苦笑世話の~f:圭がなされる。然世話

I;!:~，Hし:全般の tt任をもち、区長が r ，'1 < < ')の洞」の

? 

上丹生のE芝山茶碗祭

儀式を行う.喰チの十二の役と舞チ113H いっぱい練

習をし、 4H 1日11衣装付け、 2日{ま効期|しで、本1ft

ど必りに衣裳をつけて行う。

曳山lま然の10日前、村rl'総出で組立て、日露斑で締付

ける。 lLJJllのJ二百Ilff後に松を立てる。一方、 LIIlP:に飾

る作リ物11、れ組から 3人ずつ逃ばれた工人(III作リ

と称する)によって約 1d・月前から総泡!を練リ 、陶般

若草などを組作せて作られる。 4 月 2 日側、相1，~JHj'.きは

丹生川で絞をする.同夜宵宮祭、午後111時半から通夜

祭、事jl~ を御輿に砂す. 3日朝公会会に集合し、行列
ゐ

して丹生事IIUへri'Jかう。神主幹祭のあと、三i立の郷(神

手の持、 iGの簿、 i誌の嫁)ゃ文廷の緑などを将う.舞

が終ると山 'I{の機子が始まり、御旅所へì)~iJllする.鳥

居前で花似の人花式、三役の3撃がぷ納され、御旅所の
1111ょん

ある八l附神社参道から練込となる。 1と奴の入~EおIl込を

先日'íiに会u がi前J'/i'~所に到着すると、 flJぴ十この{交の磯

子で三1伎の ~'~I ;f. かが携われる。それまで山市人形をさ

さえてきたサス(支え)が取除かれてらlul れない去:当

をみせる.事11輿1;1).t生神社へ還さ害する.

〔役r， .扮装〕三役の舞子lま留布bに金冠、それ以外の

舞子 11~Jlに2dをつける。 4-9 歳の男児の役.十二
の役l時物に経義、小太鼓は線羽織、大太舷だけは大

人がつとめ1rに短1111'と九千野とを負う.(E奴iまiiIiに手拭

をか_i:1) 、民官官件、手巾 、 ~足袋、 -'1'(む~It き.簡は持

姿。その他役ilmによって扮装1;1:典なる。

〔楽総と Ilil) 卜この役I立大太鼓、小太鼓、鋭、獄、議
U らかい

各2人.このほか、箇4人、法奴貝 3人。

婦のI簡はよ述の三役以外に八返の線、午前点の舞、

権ま?の湾、すくいの持、逆提の舞がある.

〔芸態〕三役ほかの舞は、仮設舞台の上で乎に御幣と

li~ または鈴などをもち舞台をジグザグに動<. :a奴11

花傘をさし、これをまわしたリ上げ下げして舞台の下

で少しずつ移動しながら踊る。

由来 上外生の伝*に、文株主手間まではIn少j生、旧片

岡、 1[1余44・の 3村が交稼で祭を行ってきたのが、他の

2村が泌総し、JiJ-生だけが残ったとし寸 .これが3lJ:.

lニー悶':lL山を出すのと関係があるかは不鮮である.

時期 3.if.に 11支の4月3日(大祭)、 4月2日(lt-fg)

明治改IH以前lま3月3日の祭であった.

場所丹生神社、八紛神社、氏子域

その他 山 'Iì.の飾りに陶綴器を用いる曳山行JJ~I立会図

でも例がない。これはm:民にとって陶磁絡が~Ct盟でま

だめずらしかった頃に、よれを用いて物慌の一場而を

現山した風流が今に伝l}:'(されているといえる.また、

十二の役の拍絡は太鼓im~:・どの歌絡を 1:ドなう風i先的よ
りも一時代白い、中世の拍物の系絡を引くもので、線

のちi!じ方も決して新しいものではなt、数少ない中世

主芸能のj立存と々えられる。
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史跡
1 昔諸勧善寺館跡

草iIt市戸揃i町字jl!i455番地(含公有水面)11，06401' 

説法市の~t慌で、守山市に隣接する戸減目Tに所在す

る当館跡1;1、琵琶湖町さへの一法点である主蔀浴と中

山道を結ぶぶ猟街道に而し、占<li水|塗交通の婆衡に

立地していた.

館跡{主税ギ't:の鋭'ff、，'，'1:兎内地となうており、境内には

重姿文化財・の阿リネ|泡1d:やがF院などが現存しているが、

かつて歴代住持が政務を執った政所11、江戸初期頃の

作と考えられる古関に記，1設があるものの現存しない。

当ぷ{ま塑徳太子BlH島、必河mHllJ池伝承を持つ古利で¥

境内j也からは11以11、f代の71i瓦を出土するが、その後荒

廃し、応ぷ15il'-(1408)に中興を比た。特に総立j切には

街I何'J 11閣の i，~J上作自{}の術手IJ を鉱thlするとともに 、 秀吉

正文仰下には代官として 、領地支配にも当たり 、本王手の

ミ'fiiliは江};11年代初JUJにいたるまで興峰の-)傘をたどっ

た。と 1)わけ第八也-i惨 、初 Li辻義雄は信長 ・究官の

政策に'It'械に附与し、耐j政紛のi!i:江支配と湖上制圧を

推進し、いわばII同政Utr内の実務iJ長官僚として湖周にお

ける総~総力の必透に1f(聖書な役柄を来した。

現在の館跡li~.j側を正簡に長屋門と、これに絞〈石

垣が築かれ城門のIIIを呈している.また四周は編 6.4

-8m、尚さ2mの土旦を築き、さらに、その外周は幅

3.6-8.2mの楓で問まれている.特に北面11一部二重

の堀を持ち、北西隅にI1Jll'ifflリを設けて琵琶湖へと絞

いていた.

以上のように、当i立跡li本米の寺院としての様相lま

あまリ認められず、むしろ緩抗議議式の峻館的様相が

弘氏、中世米からj!i:i!l:M9nにかけての有力寺院の政治

的動向を如実に示す資料であり、そのi立存状況の良好

なことにねいても訂正日に古代するものであろう。

本子、干 |筏のように城術的形態を f~iì えた苛=院は京都山科・

*断・'，'f:や制件以のj'711i{.fl~U J;)j~;があるが、 以下では稀少

であるばかりか、はぱ-11月間IYにおよぶ良好な逃繊の

芦滞観音寺館跡

iS存状況に加え、皮肉占惚iや文ffFL多〈残されている

ことから、中世末期からj!I世初日良にかけての本県史を

考えるうえで、欠〈ニとのできない遺跡と巧-えられる。

2.勅旨吉袋署平

lpm~HJ楽町大'{:lIíJJ旨字 i~上1191番地

大iltよリ矢/i111小、川，I楽谷に入いり、牧で国道307

号線と合流し、 l釘下すると、道11小丘陵に行く手を進

らiL、大きくお折し勅旨の小、Ii:rtに入いる。

信楽谷 11北から宮町、牧、初IJ~宮、長野などの小平野

が国道 307J，}線を仙に、あたかも述珠のごとく速なる

咋!で谷全体が形成されている.

~}J \ヲ古川i洋 l阜 、 このうち似IJI守地区の北1111J にあって、

西方より大戸川に介流する必上川ti.伴の[I:I竣府市中)Ju
に立地している。 i1ifJ'tからのIIUめは、雨に手のひらに

入らんばかりの勅斤地区が一切でき 、その簡は長町'地

区との問を|対する丘陵でとざされている。

現在古t;u;洋11m悶に3IIi._;; 2 J，~の tï均'tから]形成されて

いる。 I~~J 口音IS はいずJl i， í~Î にれYち、ほとんど同規fwて\

構築用の行材11、周辺部よリ供給したのか、比較的石

村の!:iかなところに立地している。

1 ~-Jiì 

2 慈のうち*に位泣するもので、げtl主~土11 後半吉f，

が古くより一部削平されているものの、主体部の泣存

状況は比較的良好である.主体部は1i::J午袖式の核穴式

石3lを持ち、玄室天井おの 311のうち 2布、 Z突進天井

石 1おか原位訟をおtt与し、玄門書Eを形成している。石

室規模lま現jll1.没土上而で、封li~会長7.5m 、玄宅長2.701

幅1. 4 問、おき 1.801 を制リ、同m~1決 li 、やや内傾が~t <、

持ち送り気味にZおかれている.また、 Jj'tJ王{ま推定後

12.501をiWJり、現存jl'}j112 01とな ゥている。

2号打。t
i立筏1 1. 5 川、 I~Jj さ 2.5mの的11:11、 l号れに比べてj立

存状ileは良好であるが、 l支前、主体部は被4kliされ天井

石は欠失している。しかし I九1:，~I1 光存していることか

ら、 ll11JI校下主!と部については泣存していると忽われる.

以上の ζ とから当 ~íJJ't時代後lUJ に干1:丸!!訂力者が築い

勅旨古境群

、 ~~~- .~".~~~~~~ 信楽谷は、
・品 . ~i.'ザ続

弘山引';;:よぞ型l'洲川流域、
‘叫

i頼回方面と

とむに{予賀、

f 南山減方面

への交通の

要衝にある

ことから、

天皇の行幸

に際しでも 、

幾l立となく
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利用されたが、のち紫符楽に遷都された前段には、早

〈からの谷の側発が々えられる.当古墳群iま、現在信

楽谷で唯一の古墳併である.この:な味において当古!Jt

2宇は遜都前夜の信楽谷の開発史を張付ける食箆な遺跡

であるとともに、 Ir~1.II内においても特異な位置を示

す逃跡といえる.

名 勝

1.総待寺庭翻

長浜市宮司町字商Je;ノ坪708:jj'f地 924.60m' 

総持母:1;3:、事lJ!取寺の学~n~健所が荒廃していた薬師掌

を中~l開dð し、永事 5 年(1433)後花悶天皇の勅願所と

して総4寺院の~.を賜わ う ために始まる。小編!遠州の生

家Ii.守の近< (攻、小劫~1IlT)で、その先制は代々団地

等を俗i隼し、浅井氏もj夜代IfE泌を加えたが、織田信長

の兵火にかかリ、祁・泣の大半を焼失した。これの復旧

は17世住f午、彬[if(の代にな って行われ、党永元年(1624)

の本設を始めとして、 rl'円、 ニ仁成、鋲守、大門などが

建立された。以後{目、?に傑仰が~Nêtfj し、それとともに

学問所としての秤備も同まり、新議文言宗の中本山と

して近江-!'irJみ院の触!IIIとな うた.

上述のごとき寺史からは、(乍定時期を示唆するよう

な資料It比出しえないが、江戸初期の寺運の興隆と築

庭1;1.無関係であるまい.

経It 、~般の北に位~Y( し、'*怖に隣扱する本2主の袈

までのびている.中央に東西にi乏い広い池を配し、 j也

の北側をき庭山とし、カシ、ヒノキ、モ ッコクなどの高

木て・被われている.その1111'中央部に高さ 165cmの立

石があり、これを隠のかなめとして、ここに枯沌の石

組をし、 Ni流れがj也にtl;ぐところに右絡を怨ける。こ

めはかj也の北西協、市阿部および京都の 3か所に石総

を波し、それぞれに芯':IIi:を拠にしている。池中には低

〈五Aの附併をliIてた小さな岩lみがあり、水面lを広〈

見せる。束尚J;!に1;1.イトヒパの大木が弘られる。

員fill'1的色・ f;h~ではあるが、江戸前mlの底として、ま

た、小島~ll氏;と関係の深い勺:・の峰として、w.史上、全;::術

総f寺寺庭園

上の価{位は高いと認められる.

2.池氏庭園

東浅井lNl浅井町南池'干:大賞s23H在地 367.59附.

池氏It所蔵文岱によると、この地方の土3誌であった

らしく、佐々木氏の一族、伊庭氏の!}}子が衛池村の由

緒ある j也f帝都の名E療を ~ft 1)受けたと件付にあり、宗雲

寺という 35洞宗の持ち寺をむつ家柄である.

E互に関しては、 'HilM'j寄場記』という冊子を所蔵す

る。これは、 fJt山粁、白~:&、柿原斉と号する池木箆

が、風号並の逃に長じ、各地から招いた同好の{削谷に庭

を詠ませた詩歌を1!}きまとめたものである。とくに「

前闘記」には r元締乙亥令夏?手厳戒弟子怖原居士、自

乞誇不{~}止問応・:J_l:-;RJ とあリ、乙亥 It元禄 8 J~(1695) 

にあたるので、その刷、すでに泌があったと知れる。

艇を-nする数多くの，ゆ::Ikからして、作庇u年lU11まj也木慌

の代、 すなわち、 J必己ト以k8J年1ドtをあまり;泌幽らないH時寺j則U則lと巧

えらiLる.

庭1;1.~，li山水で{I}院の í+iに位前し、?干後 iま=tif!'1みして

築山とし、東11相手前と図11j1j"?前へ絡をのばして起伏を

つける。左手b!に#i沌を組み、 .iL石を配し、 IJ、嗣(竹

生Q弁天)を紀る.前簡の平地(枯池)に中島を設け、

右手前の入り込みには反りをつけた切石備を波すなど、

多彩な景観をみせている. 多量生のイ7を用いながら全体

としてよくまとま っておリ、:ri組b~;r撃すまjg:で、当地

方の民家の粘-山水としてはよく管理され、古い姿を伝

えていることでも抜鮮のむのといえる.

上述の冊子の誠には、 rUdH八千J r絞葉線J とか

「外郭紛紛様々」の一節があリ、議11れま怖の木が繁茂

していたらい、が、現イ，:て'.，主的li多くない. しかし、

結沌のうしろに紛紛約80-100年のシラカシカfあリ、ヒ

イラギ、ツバキ、オオモミジなどとともに11産地位梢物

のあるのが、n!(物学的にも i'tif(である。以上のように

湖北を代表する江戸liíJlUIの庖I~II として、作嵯lI，ÿJUl も推

定できることから 、 l必1~(I !t 1:の資料的1i断古代もあり、県

指定として似必することが1f(並立:である。

i也氏庭園
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